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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象物の載置される測定対象領域に設けられ、所定の開口面積を有する開口部と、
　前記測定対象領域と対向する位置に前記開口部から離隔して設けられ、当該測定対象領
域からの光が結像するものであり、前記開口部の開口面積よりも大きな受光面積を有し、
前記測定対象物からの反射光の光量が、前記測定対象物として白色校正板を載置した場合
の当該白色校正板からの反射光の光量を基準として、所定の割合以上となる受光素子と、
　前記受光素子の周囲に配設され、前記測定対象物を測定するための所定の開口数を有す
る光を射出する複数の発光素子と、
　前記発光素子の上方に設けられ、当該発光素子から射出された放射発光を、前記測定対
象領域へと導光する反射光学素子と、
を備え、　
　前記受光素子が受光する前記反射光の光量に応じた前記開口面積を有する前記開口部の
中心と前記受光素子との中心とが、前記受光素子が受光する前記反射光の光量に応じた離
隔距離で対向しており、かつ、前記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面
とは、互いに同一の平面上に位置しており、
　前記複数の発光素子から射出された前記放射発光は、前記離隔距離及び前記放射発光の
開口数に応じた、前記発光素子の光射出面と前記反射光学素子の反射面とのなす角を有す
る前記反射光学素子により反射され、それぞれの前記発光素子からの前記放射発光の中心
線が前記測定対象領域の略中心を通過する、測定装置。
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【請求項２】
　前記複数の発光素子としてＮ個の発光素子が配設されており、
　前記Ｎ個の発光素子から、Ｍ（Ｍ≦Ｎ）種類の波長の前記放射発光が射出される、請求
項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　前記測定対象物は、有機物である、請求項１又は２に記載の測定装置。
【請求項４】
　前記有機物は、人体の皮膚である、請求項３に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記複数の発光素子の個数が、当該発光素子から射出される前記放射発光の波長の種類
数よりも大きい場合、許容される波長幅の狭い波長から順に、前記放射発光の波長が選択
される、請求項２～４の何れか１項に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記受光素子が受光する前記測定対象物からの反射光の光量は、前記測定対象物として
白色校正板を載置した場合の当該白色校正板からの反射光の光量を基準として、９５％以
上である、請求項１～５の何れか１項に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記受光素子と前記測定対象物との間の離隔距離は、３±０．２ｍｍであり、
　前記受光素子の大きさが、１０ｍｍ四方であり、
　前記測定対象物の載置される前記測定対象領域に設けられる円形の開口部の大きさは、
直径５±０．４ｍｍである、請求項６に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記放射発光の開口数ＮＡは、０．２であり、
　前記反射光学素子の前記光射出面に対する設置角度は、５１°である、請求項７に記載
の測定装置。
【請求項９】
　前記発光素子の個数は、８個であり、
　前記発光素子から射出される前記放射発光の波長は、λ１：５００±２５ｎｍ、λ２：
５４０±１５ｎｍ、λ３：５８０ｎｍ±５ｎｍ、λ４：６２０±１５ｎｍ、及び、λ５：
６６０±１５ｎｍの５種類であり、
　λ１とλ２の波長をそれぞれ射出する前記発光素子が、１つずつ設けられ、
　λ３～λ５の波長をそれぞれ射出する前記発光素子が、２つずつ設けられる、請求項８
に記載の測定装置。
【請求項１０】
　測定対象物の載置された測定対象領域に設けられた所定の開口面積を有する開口部から
離隔して、前記測定対象物と対向する位置に設けられており、当該測定対象領域からの光
が結像するものであり、前記開口部の開口面積よりも大きな受光面積を有し、前記測定対
象物からの反射光の光量が、前記測定対象物として白色校正板を載置した場合の当該白色
校正板からの反射光の光量を基準として、所定の割合以上となる受光素子の周囲に配設さ
れ、前記測定対象物を測定するための所定の開口数を有する光を射出する複数の発光素子
から、前記測定対象物を測定するための光を射出させることと、
　前記複数の発光素子から射出されたそれぞれの放射発光を、当該放射発光の中心線が前
記測定対象領域の略中心を通過するように、前記発光素子の上方に設けられており、前記
発光素子の光射出面とのなす角が、前記開口部と前記受光素子との間の離隔距離及び前記
放射発光の開口数に応じて設定された反射光学素子により前記測定対象領域へと導光する
ことと、
　前記測定対象領域からの反射光を前記受光素子で受光することと、
を含み、
　前記受光素子が受光する前記反射光の光量に応じた前記開口面積を有する前記開口部の
中心と前記受光素子との中心とが、前記受光素子が受光する前記反射光の光量に応じた離
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隔距離で対向しており、かつ、前記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面
とは、互いに同一の平面上に位置している、測定方法。
【請求項１１】
　測定対象物の載置される測定対象領域に設けられ、所定の開口面積を有する開口部と、
前記測定対象領域と対向する位置に前記開口部から離隔して設けられ、当該測定対象領域
からの光が結像するものであり、前記開口部の開口面積よりも大きな受光面積を有し、前
記測定対象物からの反射光の光量が、前記測定対象物として白色校正板を載置した場合の
当該白色校正板からの反射光の光量を基準として、所定の割合以上となる受光素子と、前
記受光素子の周囲に配設され、前記測定対象物を測定するための所定の開口数を有する光
を射出する複数の発光素子と、前記発光素子の上方に設けられ、当該発光素子から射出さ
れた放射発光を、前記測定対象領域へと導光する反射光学素子と、を備え、前記受光素子
が受光する前記反射光の光量に応じた前記開口面積を有する前記開口部の中心と前記受光
素子との中心とが、前記受光素子が受光する前記反射光の光量に応じた離隔距離で対向し
ており、かつ、前記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面とは、互いに同
一の平面上に位置しており、前記複数の発光素子から射出された前記光は、前記発光素子
の光射出面と前記反射光学素子の反射面とのなす角が前記離隔距離及び前記放射発光の開
口数に応じて設定された前記反射光学素子により反射され、それぞれの前記発光素子から
の前記放射発光の中心線が前記測定対象領域の略中心を通過する測定装置において、前記
受光素子が受光する前記測定対象物からの反射光の光量の最低値を設定し、設定した前記
反射光の光量の最低値に基づいて前記受光素子の大きさを決定することと、
　前記測定対象領域の大きさを、前記受光素子に求められる信号雑音比と設定した前記反
射光の光量の最低値とに基づいて設定するとともに、前記受光素子と前記測定対象物との
間の離隔距離を、前記受光素子への入射光量と前記反射光の光量の最低値とに基づいて設
定することと、
を含む、パラメータの設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、測定装置、測定方法及びパラメータの設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　測定対象物に対して光を照射し、測定対象物からの反射光を測定することで、測定対象
物を分析する分光測定方法が、従来より提案されている。かかる分光測定方法では、測定
対象物からの反射光を漏らさず集光するために、積分球と呼ばれる光学装置が用いられる
ことが多い。このような積分球を用いた分光測定方法では、大きく分けて以下の２種類の
ような測定手順が存在する。
【０００３】
（１）発光素子からの照射光を測定対象物に対して多角的に集光し、反射光を分光フィル
タ前でコリメートして導光して、測定対象物の分光反射率を測定する。
（２）被測定対象物からの拡散反射を分光フィルタへ多角的に集光し、反射光を分光フィ
ルタ前でコリメートして導光して、測定対象物の分光反射率を測定する。
【０００４】
　また、照射光としてキセノンランプ等の白色光源を用い、測定対象物からの反射光を分
光フィルタで数十波長に分光することが一般的に行われる。
【０００５】
　また、例えば以下の特許文献１に記載されているように、積分球を用いずに、測定対象
物からの光を測定する分光測定装置も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特表２００７－５３２１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述のような積分球を用いた分光測定装置は、積分球や反射光をコリメ
ートするための光学素子を用いる必要があるため装置の小型化が困難であるという問題が
あった。また、照射光源として利用されるキセノン光源は、発光を得るために光源装置に
対して高い電力を供給する必要があり、省電力化が困難であるとともに、数十波長分もの
分光フィルタを設けるために、低コスト化が困難である。
【０００８】
　また、上記特許文献１に記載の方法においても、回折格子を用いて測定対象物からの光
を分光しているため、装置全体としての小型化を図ることが困難であった。
【０００９】
　そこで、本開示では、上記事情に鑑みて、装置の更なる小型化を図ることが可能な、測
定装置、測定方法及びパラメータの設定方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示によれば、測定対象物の載置された測定対象領域と対向する位置に設けられ、当
該測定対象領域からの光が結像する受光素子と、前記受光素子の周囲に配設され、前記測
定対象物を測定するための光を射出する複数の発光素子と、前記発光素子の上方に設けら
れ、当該発光素子から射出された放射発光を、前記測定対象領域へと導光する反射光学素
子と、を備え、前記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面とは、互いに同
一の平面上に位置しており、前記複数の発光素子から射出された前記放射発光は前記反射
光学素子により反射され、それぞれの前記発光素子からの前記放射発光の中心線が前記測
定対象領域の略中心を通過する測定装置が提供される。
【００１１】
　また、本開示によれば、測定対象物の載置された測定対象領域と対向する位置に設けら
れ、当該測定対象領域からの光が結像する受光素子の周囲に配設され、前記測定対象物を
測定するための光を射出する複数の発光素子から、前記測定対象物を測定するための光を
射出させることと、前記複数の発光素子から射出されたそれぞれの放射発光を、当該放射
発光の中心線が前記測定対象領域の略中心を通過するように、前記発光素子の上方に設け
られた反射光学素子により前記測定対象領域へと導光することと、前記測定対象領域から
の反射光を前記受光素子で受光することと、を含み、前記受光素子の受光面と、前記複数
の発光素子の光射出面とは、互いに同一の平面上に位置している測定方法が提供される。
【００１２】
　また、本開示によれば、測定対象物の載置された測定対象領域と対向する位置に設けら
れ、当該測定対象領域からの光が結像する受光素子と、前記受光素子の周囲に配設され、
前記測定対象物を測定するための光を射出する複数の発光素子と、前記発光素子の上方に
設けられ、当該発光素子から射出された放射発光を、前記測定対象領域へと導光する反射
光学素子と、を備え、前記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面とは、互
いに同一の平面上に位置しており、前記複数の発光素子から射出された前記光は前記反射
光学素子により反射され、それぞれの前記発光素子からの前記放射発光の中心線が前記測
定対象領域の略中心を通過する測定装置において、前記受光素子が受光する前記測定対象
物からの反射光の光量の最低値を設定し、設定した前記反射光の光量の最低値に基づいて
前記受光素子の大きさを決定することと、前記測定対象領域の大きさを、前記受光素子に
求められる信号雑音比と設定した前記反射光の光量の最低値とに基づいて設定するととも
に、前記受光素子と前記測定対象物との間の離隔距離を、前記受光素子への入射光量と前
記反射光の光量の最低値とに基づいて設定することと、を含む、パラメータの設定方法が
提供される。
【００１３】
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　本開示によれば、受光素子の受光面と同一の平面上に、受光素子の周囲に位置する複数
の発光素子から放射発光が射出され、射出された放射発光は、発光素子の上方に位置する
反射光学素子により反射されて測定対象領域に載置された測定対象物に照射され、測定対
象物からの拡散反射光は、受光素子に結像する。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、装置の更なる小型化を図ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１Ａ】本開示の第１の実施形態に係る測定装置の全体構成を模式的に示した説明図で
ある。
【図１Ｂ】同実施形態に係る測定装置の全体構成を模式的に示した説明図である。
【図２Ａ】同実施形態に係る測定装置が備える光学系の一例を示した説明図である。
【図２Ｂ】同実施形態に係る測定装置が備える光学系の一例を示した説明図である。
【図２Ｃ】同実施形態に係る測定装置が備える光学系の一例を示した説明図である。
【図３】皮膚の反射率の波長特性について示したグラフ図である。
【図４】皮膚の反射率の波長特性について示したグラフ図である。
【図５】受光素子に入射する測定対象領域からの反射光量の分布を模式的に示したグラフ
図である。
【図６】測定対象領域からの反射光量と受光素子の信号雑音比との関係を模式的に示した
グラフ図である。
【図７】測定対象領域からの反射光量と受光素子への入射光量との関係を模式的に示した
グラフ図である。
【図８】本開示の実施形態に係る測定装置の適用例を説明するための説明図である。
【図９】本開示の実施形態に係る測定装置の適用例を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１７】
　なお、説明は、以下の順序で行うものとする。
（１）第１の実施形態
　（１－１）測定装置の全体構成について
　（１－２）光学系の構成について
　（１－３）パラメータの設定方法について
（２）測定装置の適用例について
【００１８】
（第１の実施形態）
＜測定装置の全体構成について＞
　まず、図１Ａ及び図１Ｂを参照しながら、本開示の第１の実施形態に係る測定装置の全
体構成について、簡単に説明する。図１Ａ及び図１Ｂは、本実施形態に係る測定装置の全
体構成を模式的に示した説明図である。
【００１９】
　本実施形態に係る測定装置１は、図１Ａに示したように、任意の材質からなる筺体１１
を有しており、筺体１１の一部には、開口部１３が設けられている。図１Ａにおいて、開
口部１３の形状は円形状であるが、開口部１３の形状は円形状に限定されるわけではなく
、多角形形状であっても、楕円形状であってもよい。この開口部１３の部分に測定対象物
が載置され、本実施形態に係る測定装置１は、載置された測定対象物に対して、測定を実
施する。
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【００２０】
　ここで、開口部１３に載置される測定対象物は、ミー散乱効果等により当該測定対象物
からの反射光が極めて散乱・拡散しやすい、有機物であることが好ましい。このような有
機物として、例えば、有機ＥＬディスプレイにおける有機発光層等の有機物を含有してい
る物体や、人体の皮膚面や各種の細胞等を挙げることができる。
【００２１】
　図１Ｂは、図１ＡをＡ－Ａ切断線で切断した断面を示した断面図である。
　図１Ｂに示したように、筺体１１の内部は中空となっており、筺体１１の内部には、本
実施形態に係る測定装置１の光学系１００が実装されている。また、筺体１１の内壁は、
光学系１００からの漏れ光の反射を抑制するために、黒、又は、黒に準ずる暗い色調の色
とすることが好ましい。
【００２２】
　ここで、筺体１１の内部に実装されている光学系１００については、以下で改めて詳細
に説明する。また、図１Ｂでは、筺体１１の内部に光学系１００のみが存在するように図
示されているが、筺体１１の内部には、光学系１００での測定処理に影響を与えない範囲
で、光学系１００以外にも任意のユニットが実装されていてもよい。
【００２３】
＜光学系の構成について＞
　続いて、図２Ａ～図２Ｃを参照しながら、本実施形態に係る測定装置１が備える光学系
について、詳細に説明する。
【００２４】
　図２Ａは、本実施形態に係る光学系１００を、開口部１３の側から見た場合の平面図で
あり、図２Ｂは、本実施形態に係る光学系１００を、図２Ａの中心線で切断した場合の断
面図である。また、図２Ｃは、本実施形態に係る光学系１００の発光素子１０３の近傍を
拡大して示した説明図である。なお、以下では、開口部１３に人体の皮膚面が載置され、
開口部１３に載置された皮膚面が測定対象領域となっている場合について説明する。
【００２５】
　図２Ａ及び図２Ｂに示したように、本実施形態に係る光学系１００は、基板等の任意の
形状を有する収容ユニットＢに配置された受光素子１０１と、基板等の任意の形状を有す
る収容ユニットＢに配置された複数の発光素子１０３と、ミラー等の反射光学素子１０５
と、を有している。
【００２６】
　受光素子１０１には、測定対象物の載置された測定対象領域からの散乱反射光が結像さ
れる。受光素子１０１は、受光面に結像した光の光量等に応じて、結像した光の光量を表
すデータ等を生成する。このような受光素子１０１として、例えばフォトダイオードを挙
げることができるが、本実施形態に係る受光素子１０１は、上記のものに限定されるわけ
ではなく、他の光センサを利用することも可能である。
【００２７】
　この受光素子１０１は、図２Ａ及び図２Ｂに示したように、測定装置１の筺体１１に設
けられた開口部１３と対向するように配設されており、開口部１３の中心が、受光素子１
０１の中心と対向している。
【００２８】
　また、本実施形態に係る測定装置１では、測定対象物（例えば、人体の皮膚面）からの
反射光を可能な限り漏らさず受光するために、図２Ａに示したように、受光素子１０１は
、開口部１３の面積よりも十分に大きな受光面積を有するようにする。更に、本実施形態
に係る測定装置１では、測定対象物からの反射光を可能な限り漏らさず受光するために、
受光素子１０１と開口部１３との間の離隔距離ｄを、十分に小さくする。これにより、本
実施形態に係る測定装置１では、測定装置１の厚みを低減することができ、測定装置の小
型化を図ることが可能となる。
【００２９】
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　ここで、受光素子１０１が、測定対象物からの反射光をどのくらい受光するかについて
は、測定装置１に求められる精度等に応じて適宜設定すればよいが、ガウス校正板等の白
色校正板（白色拡散反射板）からの反射光の光量を基準として、例えば９５％以上とする
ことが好ましい。
【００３０】
　なお、受光素子１０１が受光する測定対象物からの反射光量は、大きければ大きい程好
ましいが、測定対象物からの反射光を１００％受光するためには、積分球を用いなければ
ならず、光学系の設計寸法、ひいては測定装置の大きさが大型化してしまう可能性がある
。しかしながら、本実施形態に係る測定装置１では、以下で詳述するように、受光素子１
０１に受光させる反射光の光量と、受光素子における信号雑音比（ＳＮＲ）を保証するた
めに求められる受光素子への入射光量と、のトレードオフ関係が成立する範囲で、受光素
子の大きさ、開口部の大きさ、及び、受光素子と開口部との間の離隔距離の３つのパラメ
ータを設定し、測定装置の小型化を図っている。
【００３１】
　また、図２Ａ及び図２Ｂに示したように、受光素子１０１の周囲には、複数の発光素子
１０３ａ～１０３ｈ（以下、まとめて発光素子１０３ともいう。）が、受光素子１０１の
４つの辺に沿って配設されている。これら受光素子１０１の光射出面は、図２Ｂに示した
ように、受光素子１０１の受光面と互いに同一の平面上に存在している。ここで、複数の
発光素子１０３の光射出面と受光素子１０１の受光面とは、互いに同一の平面上に存在し
ていればよく、受光素子１０１及び複数の発光素子１０３は、同一の基板上に配設されて
いてもよいし、異なる基板上に配設されていてもよい。
【００３２】
　このような発光素子１０３として、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）を利用すること
が可能である。また、本実施形態に係る発光素子１０３として、所定の波長の放射光を射
出する発光素子を利用してもよいし、白色光を放射する発光素子と、所望の波長の光を得
るためのフィルタと、を組み合わせて利用してもよい。
【００３３】
　本実施形態に係る測定装置１では、上記のようなＮ個（図２Ａでは８個）の発光素子１
０３が、受光素子１０１の周囲に配置され、Ｍ（Ｍ≦Ｎ）種類の波長の光を射出する。ま
た、発光素子１０１から射出される放射光の波長は、測定対象物の種別や測定対象とする
物質等に応じて適宜選択すればよい。
【００３４】
　ここで、（波長数Ｍ＜発光素子の個数Ｎ）である場合には、ある波長の光を射出する光
を複数個配置することが可能となる。この際、本実施形態に係る測定装置１では、許容さ
れる波長幅が狭く、発光素子自身又はフィルタ等を介した光量が小さい光から優先して、
複数の発光素子１０３を配置することが好ましい。
【００３５】
　以下、Ｍ＜Ｎである場合における波長の選択方法に関し、人体の皮膚面を例にとって具
体的に説明する。
【００３６】
　図３は、可視光波長帯域（４００ｎｍ～７００ｎｍ）における人間の皮膚の反射率を測
定した測定結果である。図３から明らかなように、人間の皮膚は、４００ｎｍ～５００ｎ
ｍ近傍の帯域では反射率がなだらかに増加し、その後６００ｎｍ近傍の帯域までは反射率
がわずかに減少し、６００ｎｍ近傍から６５０ｎｍ近傍までは反射率が急激に増加する。
【００３７】
　ここで、人間の皮膚を測定対象とする場合に、図３に示したような可視光波長帯域の全
てに着目したのでは、可視光波長帯域全ての光を放射可能な光源が必要となり、また、各
波長の光量を特定するために、回折格子等の分光素子が必要となってしまう。その結果、
測定装置の小型化を図ることが困難となってしまうことが予想される。
【００３８】
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　そこで、本実施形態に係る測定装置１では、測定対象とする現象や物質に特徴的な波長
をＭ種類選択することで、特殊な光源や分光素子を用いなくとも、測定対象とする現象や
物質を効率良く測定することを実現する。例えば、図３に示した人間の皮膚の場合、スペ
クトルに特徴的な波長位置は、図４に示した５点である。そこで、本実施形態に係る測定
装置１では、図４に示した５種類の波長に着目することで、人間の皮膚を効率良く測定す
る。なお、かかる５種類の波長は、人間の血中に存在する酸化ヘモグロビン、糖化ヘモグ
ロビン、還元ヘモグロビン等の各種のヘモグロビンを測定対象とする場合にも有用な波長
である。
【００３９】
　また、図３に示したスペクトルの形状に着目すると、波長５８０ｎｍの近傍では、反射
率が急激に立ち上がるため、波長５８０ｎｍの光に着目する場合には、この波長の光に許
容される波長幅が狭いことがわかる。逆に、例えば波長５４０ｎｍの近傍では、反射率は
なだらかに推移しているため、波長５４０ｎｍの光に着目する場合には、この波長の光に
許容される波長幅を比較的大きく設定してもよいことがわかる。このような観点から、図
４に示した５つの波長の波長幅を考慮すると、例えば以下のように設定することができる
。
【００４０】
　　λ１（青）：５００±２５ｎｍ
　　λ２（緑）：５４０±１５ｎｍ
　　λ３（黄）：５８０±　５ｎｍ
　　λ４（赤）：６２０±１５ｎｍ
　　λ５（赤）：６６０±１５ｎｍ
【００４１】
　ここで、図２Ａに示した光学系１００に対して上記５種類の波長を射出する発光素子１
０３を実装する場合、着目する波長の光量や許容される波長幅に応じて、例えば、λ１及
びλ２の波長の光を射出可能な発光素子を１個ずつ配設し、λ３、λ４、λ５の波長の光
を射出可能な発光素子を２個ずつ配設することができる。ここで、同一の波長の光を射出
可能な発光素子１０３を複数実装する場合、同一の波長の光を射出可能な発光素子は、受
光素子１０１の中心を基準として点対称の位置となるように配設することが好ましい。
【００４２】
　それぞれの発光素子１０３から射出された放射光は、発光素子１０３上に設けられたレ
ンズ等の集光素子やアパーチャ等（図示せず。）により所定の開口数ＮＡの光とされ、ミ
ラー等の反射光学素子１０５へと進むこととなる。ここで、上記開口数ＮＡの値は、０．
２とすることが好ましい。開口数ＮＡが０．２よりも大きくなると、測定対象領域に照射
されなくなる放射光の割合が増加していくため、好ましくない。
【００４３】
　ミラー等の反射光学素子１０５は、図２Ａ～図２Ｃに示したように、発光素子１０３の
上方に設けられており、発光素子１０３から射出された放射発光を、当該放射発光の中心
線が測定対象領域の略中心を通過するように、測定対象領域へと導光する。この反射光学
素子１０５は、各発光素子１０３の直上に個別に設けられていてもよいし、例えば図２Ａ
に示したように、複数の発光素子１０３に共通の反射光学素子１０５が設けられていても
よい。
【００４４】
　また、発光素子１０３の光射出面と反射光学素子１０５の反射面とのなす角（図２Ｃに
おける角度α）の大きさは、受光素子１０１と開口部１３との間の離隔距離ｄや、放射発
光の開口数ＮＡ等に応じて決定される。
【００４５】
　本実施形態に係る測定装置１では、発光素子１０３の上方に反射光学素子１０５を設け
ることで、図２Ｂに示した離隔距離ｄが小さな場合であっても、発光素子１０３からの放
射発光を測定対象領域（換言すれば、開口部１３）の略中心へと照射することが可能とな
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り、測定装置１の小型化（薄型化）に寄与することができる。
【００４６】
　以上、図１Ａ～図４を参照しながら、本実施形態に係る測定装置１の全体構成について
、詳細に説明した。
【００４７】
　本実施形態に係る測定装置１では、上記のような構成を有することにより、測定対象物
の載置された測定対象領域に対して、受光素子１０１の周囲に設けられた複数の発光素子
１０３から、測定対象物を測定するための放射発光が射出され、それぞれの放射発光は、
放射発光の中心線が測定対象領域の略中心を通過するように、発光素子の上方に設けられ
た反射光学素子１０５により測定対象領域へと導光され、測定対象物のミー散乱効果等に
より散乱・拡散した反射光が、受光素子１０１に結像することとなる。
【００４８】
＜パラメータの設定方法について＞
　以下では、図５～図７を参照しながら、本実施形態に係る測定装置１における設計パラ
メータの設定方法について詳細に説明するとともに、各パラメータの設定例について、具
体的に説明する。図５は、受光素子に入射する測定対象領域からの反射光量の分布を模式
的に示したグラフ図である。図６は、測定対象領域からの反射光量と受光素子の信号雑音
比との関係を模式的に示したグラフ図である。図７は、測定対象領域からの反射光量と受
光素子への入射光量との関係を模式的に示したグラフ図である。
【００４９】
　本実施形態に係る測定装置１を設計する際の主なパラメータとしては、例えば、受光素
子１０１の大きさ、開口部の大きさ、受光素子１０１と開口部１３との間の離隔距離等を
挙げることができる。所望の測定精度を実現しつつ、測定装置１の小型化を図るためには
、これらの設計パラメータをいかに設定するかが重要となる。
【００５０】
　本実施形態に係る測定装置１は、測定対象物からの反射光に基づいて、所望の物質の測
定を行うものであるため、反射光をどのくらい受光することが可能であるか、が重要なフ
ァクターとなる。そこで、本実施形態に係る測定装置１におけるパラメータの設定方法で
は、まず、受光素子１０１が受光することが可能な反射光の光量（換言すれば、受光素子
１０１が受光可能な反射光の光量の最低値）を設定することが行われる。
【００５１】
　その後、本実施形態に係るパラメータの設定方法では、設定された反射光の光量に基づ
いて、受光素子１０１の大きさ、測定対象領域（開口部１３）の大きさ、及び、受光素子
１０１と開口部１３との間の離隔距離のそれぞれが、互いに独立して設定される。
【００５２】
［受光素子の大きさの設定方法］
　まず、図５を参照しながら、受光素子の大きさの設定方法について説明する。
　図５は、受光素子に入射する測定対象物からの反射光の光量分布を示したグラフ図であ
る。グラフ図の横軸は、受光素子の断面方向の長さ（例えば図２Ｂにおける長さＡ）を表
しており、グラフ図の縦軸は、受光素子へ入射する反射光の光量を表している。
【００５３】
　図５に示したグラフ図には、白色校正板の一例であるガウス校正板からの拡散反射光量
の分布が記載されている。ガウス校正板からの拡散反射光の分布は、図５に示したように
、ほぼガウス分布となっている。また、図５に示したグラフ図には、皮膚からの散乱反射
光の分布もあわせて記載されている。図５から明らかなように、皮膚からの散乱反射光の
分布は、ミー散乱等のために、ガウス校正板からの散乱反射光の分布よりも広がることが
わかる。そのため、受光素子の大きさ（断面方向長さ）が小さい場合には、受光素子１０
１は十分な光量の散乱反射光を受光することが出来ず、測定精度が低下することとなる。
【００５４】
　本実施形態に係るパラメータの設定方法では、受光素子１０１が受光することが可能な
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反射光の光量の最低値を、ガウス校正板からの拡散反射光量を基準とした割合で表すこと
とする。ガウス校正板からの拡散反射光量は、図５に示したガウス校正板からの拡散反射
光量の分布曲線と、グラフの横軸とで囲まれる領域の面積として表される。従って、受光
素子１０１が受光可能な反射光の光量の設定値が決定されると、皮膚からの拡散反射光量
の分布曲線の面積に着目することで、光量の設定値を実現するための分布曲線の裾野の広
さを決定することができる。
【００５５】
　例えば、受光素子１０１により、ガウス校正板からの拡散反射光量の９５％を受光する
ようにしたい場合には、原点を中心としてガウス校正板からの拡散反射光量の９５％とな
る面積を与える、皮膚からの散乱反射光量の分布曲線の範囲を決定する。このようにして
規定される範囲の大きさを、受光素子１０１の大きさ（断面方向長さ）と設定することが
できる。このような方法により、９５％という受光光量を実現可能な受光素子１０１の断
面方向長さを、１０ｍｍと設定することができた。従って、本実施形態に係る測定装置１
では、受光素子１０１として、１０ｍｍ×１０ｍｍの受光素子を利用可能であることが明
らかとなった。
【００５６】
［開口部の大きさの設定方法］
　続いて、図６を参照しながら、開口部の大きさの設定方法について説明する。
　図６は、開口部の大きさ（具体的には、図２Ｂに示した円形の開口部の直径ａ）を変化
させた場合における皮膚からの反射光量の変化の様子と、受光素子１０１への入射光量の
変化の様子をそれぞれ示したグラフ図である。グラフ図の横軸は、開口部１３の直径を表
しており、グラフ図の縦軸は、皮膚からの反射光量の割合と、受光素子１０１へ入射しう
る光量（μＷ）とをそれぞれ表している。
【００５７】
　図６において細線で示したグラフ図は、受光素子１０１へ入射しうる皮膚からの反射光
の光量の変化を示したものである。開口部１３の大きさが大きくなるにつれて開口部１３
に載置される皮膚の面積も大きくなるため、図６に示したように、皮膚から受光素子１０
１へ向かって散乱する反射光の光量も増加することとなり、受光素子１０１へ入射しうる
光量は増加することとなる。
【００５８】
　図６において太線で示したグラフ図は、ある一定の大きさを有する受光素子（図６では
、１０ｍｍ×１０ｍｍの受光素子）が受光する皮膚からの反射光量の割合の変化を示した
ものである。開口部１３の大きさが大きくなるにつれて皮膚からの反射光量も大きくなる
ものの、開口部１３の大きさがある閾値を超えると、受光素子１０１の大きさが一定であ
る場合には、受光できない反射光が増加するため、受光素子１０１が受光する皮膚からの
反射光量の割合は、急激に減少していくこととなる。
【００５９】
　このように、ある一定の大きさを有する受光素子１０１が受光する反射光量と、受光素
子へ入射しうる反射光量とは、互いにトレードオフの関係となっていることがわかる。
【００６０】
　受光素子１０１により検出される信号の信号雑音比（ＳＮＲ）を維持するためには、あ
る程度の光量が受光素子１０１に入射することが求められる。所定の信号雑音比を維持す
るための入射光量の閾値が１０μＷである場合、図６に示したように、開口部１３の大き
さは、４．６ｍｍ以上とすることが好ましい。逆に、９５％以上の反射光量を受光素子１
０１が受光するためには、図６に示したように、開口部１３の大きさは、５．４ｍｍ以下
とすることが好ましい。従って、開口部１３の大きさを、４．６ｍｍ～５．４ｍｍ（５．
０ｍｍ±０．４ｍｍ）と設定することで、検出される信号の信号雑音比を維持しつつ、皮
膚からの反射光量の９５％以上を検知することが可能となる。
【００６１】
［受光素子と開口部との離隔距離の設定方法］
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　続いて、図７を参照しながら、受光素子１０１と開口部１３との離隔距離の設定方法に
ついて説明する。
　図７は、ある一定の大きさを有する開口部、及び、ある一定の大きさを有する受光素子
を考え、開口部（換言すれば、測定対象物である皮膚）と受光素子との間の離隔距離（図
２Ｂにおける距離ｄ）を変化させた場合に着目し、皮膚からの反射光量の変化の様子と、
受光素子１０１への入射光量の変化の様子をそれぞれ示したグラフ図である。グラフ図の
横軸は、受光素子と開口部との離隔距離を表しており、グラフ図の縦軸は、皮膚からの反
射光量の割合と、受光素子１０１へ入射しうる光量（μＷ）とをそれぞれ表している。
【００６２】
　図７において細線で示したグラフ図は、受光素子１０１へ入射しうる皮膚からの反射光
の光量の変化を示したものである。離隔距離ｄが大きくなるにつれて、受光素子１０１が
受光する光量も増加していくが、離隔距離ｄがある閾値を超えると、開口部１３と受光素
子１０１との間の隙間から反射光が受光素子１０１へと入射しなくなり、入射光量は減少
していくこととなる。
【００６３】
　図７において太線で示したグラフ図は、ある一定の大きさを有する受光素子（図７では
、１０ｍｍ×１０ｍｍの受光素子）が受光する皮膚からの反射光量の割合の変化を示した
ものである。離隔距離ｄがある閾値を超えると、受光素子１０１の大きさが一定である場
合には、受光できない反射光が増加する。そのため、図７に示したように、受光素子１０
１が受光する皮膚からの反射光量の割合は、急激に減少していくこととなる。
【００６４】
　このように、ある一定の大きさを有する受光素子１０１が受光する反射光量と、受光素
子へ入射しうる反射光量とは、互いにトレードオフの関係となっていることがわかる。
【００６５】
　受光素子１０１により検出される信号の信号雑音比（ＳＮＲ）を維持するためには、あ
る程度の光量が受光素子１０１に入射することが求められる。所定の信号雑音比を維持す
るための入射光量の閾値が１０μＷである場合、図７に示したように、離隔距離ｄは、２
．８ｍｍ以上とすることが好ましい。逆に、９５％以上の反射光量を受光素子１０１が受
光するためには、図７に示したように、開口部１３の大きさは、３．２ｍｍ以下とするこ
とが好ましい。従って、離隔距離ｄの大きさを、２．８ｍｍ～３．２ｍｍ（３．０ｍｍ±
０．２ｍｍ）と設定することで、検出される信号の信号雑音比を維持しつつ、皮膚からの
反射光量の９５％以上を検知することが可能となる。
【００６６】
　以上のような設計指針に基づき、設定される各パラメータの値をまとめると、以下のよ
うになる。
　○皮膚からの反射光量の最低値を９５％と設定した場合
　　　受光素子１０１の大きさ：１０ｍｍ×１０ｍｍ
　　　開口部１３の大きさ（直径）：５ｍｍ±０．４ｍｍφ
　　　受光素子１０１と開口部１３との離隔距離：３ｍｍ±０．２ｍｍ
【００６７】
　また、上記のようなパラメータを有する測定装置１において、開口数ＮＡ＝０．２の放
射光を開口部１３へと導光するためには、図２Ｃにおける反射光学素子１０５の設置角度
αを５１°とすればよいことが明らかとなった。
【００６８】
　このような設計指針に基づいてパラメータを設定することで、本実施形態に係る測定装
置１では、発光素子からの放射発光が受光素子と開口部との間のわずかな隙間から鋭角で
測定対象物へと照射されるにもかかわらず、受光素子で反射光を精度よく検出することが
可能となる。
【００６９】
　以上、図５～図７を参照しながら、本実施形態に係る測定装置１における設計パラメー
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タの設定方法について詳細に説明するとともに、各パラメータの設定例について、具体的
に説明した。
【００７０】
＜測定装置の適用例について＞
　続いて、図８及び図９を参照しながら、本開示の実施形態に係る測定装置の適用例につ
いて、簡単に説明する。図８及び図９は、本開示の実施形態に係る測定装置の適用例を説
明するための説明図である。
【００７１】
　本開示の実施形態に係る測定装置１は、例えば図８に示したように、演算処理装置２０
０と組み合わせて使用することで、例えば、人間の皮膚の特定の波長での反射率を測定し
、測定結果を評価する装置に適用することが可能である。
【００７２】
　例えば図８に示した例では、本開示の実施形態に係る測定装置１は、Ｎ種類の波長を有
する光を人間の皮膚に照射して、人間の皮膚での反射光を受光素子１０１で受光する。そ
の結果、受光素子１０１は、受光した反射光に関する測定情報を生成する。測定装置１は
、受光素子１０１により生成された測定情報を、演算処理装置２００に対して出力する。
【００７３】
　演算処理装置２００の測定情報取得部２０１は、測定装置１により生成された測定情報
（例えば、任意の肌反射スペクトルや特定の波長での反射率等の情報）を測定装置１から
取得して、演算部２０３に出力する。
【００７４】
　演算部２０３は、測定情報取得部２０１が取得した測定情報に基づいて、例えばランベ
ルト・ベールの法則等に則して演算を行って、人間の皮膚の内部に存在する、各種の物質
の存在量等を算出する。
【００７５】
　人間の皮膚は、体表面に近い場所から、表皮、真皮、皮下組織という層構造になってい
る。また、人間の皮膚に対して照射され、真皮で反射した反射光を用いることで、表皮中
に存在するメラニンや、真皮中に存在するコラーゲンや、毛根中に存在するケラチンや、
毛細血管中に存在するヘモグロビン等の存在量や濃度を測定することができる。
【００７６】
　ランベルト・ベールの法則は、物質の濃度は、測定の結果から得られた吸光度に比例す
るというものであり、吸光度は、測定した透過率の逆数の常用対数として定義される。ま
た、吸光度は、物質に固有な吸光度係数と物質量との積としても表すことが可能であるた
め、結局、物理量は、以下の式１０１により算出することが可能である。
【００７７】
　　物理量＝Ｌｏｇ（１／透過率）／吸光度係数・・・（式１０１）
【００７８】
　従って、演算部２０３は、測定装置１による測定結果と、上記式１０１等とに基づいて
、公知のあらゆる濃度算出方法を利用することで、着目している物質の存在量や濃度を算
出することができる。
【００７９】
　演算処理装置２００は、演算部２０３により算出された演算結果をディスプレイ等に表
示することで、着目している含有物質について、日々の測定結果の推移等をユーザに提供
することが可能となる。
【００８０】
　図９は、人間の体内におけるヘモグロビン代謝を概略的に示した説明図である。
　ヘモグロビンは、血液中に存在する、４つのサブユニットからなるタンパク質の総称で
ある。このヘモグロビンは、例えば肺から吸収された酸素と結合して、図９に示したよう
に、酸化ヘモグロビンとなり、体内の各所で酸素を放出して二酸化炭素と反応することで
、還元ヘモグロビンとなる。また、肝臓等からグルコース等の単糖類が血中に放出される
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と、ヘモグロビンは、この単糖類と結合して糖化ヘモグロビンとなる。糖化ヘモグロビン
も、体内の各所で結合している単糖類を放出して、還元ヘモグロビンとなる。放出された
酸素や単糖類は、体内の各所においてエネルギーとして消費されることとなる。また、還
元ヘモグロビンは、その寿命が到来するとビリルビンと呼ばれる化合物（Ｃ３３Ｈ３６Ｎ

４Ｏ６）に分解され、肝臓によって代謝され、体外に排泄されることとなる。
【００８１】
　ここで、代謝経路中に存在する酸化ヘモグロビン、糖化ヘモグロビン及び還元ヘモグロ
ビン等は、これらの物質が吸収する光の波長帯域が少しずつ異なるため、反射光中の特定
の波長に着目することで、血液中の濃度を測定することができる。本開示の実施形態で示
した５００ｎｍ、５４０ｎｍ、５８０ｎｍ、６２０ｎｍ及び６６０ｎｍの５種類の波長は
、これらヘモグロビンの物質量を測定する際にも有用な波長帯域として機能する。従って
、本開示の実施形態に係る測定装置１を利用して上述の５種類の波長における反射率を測
定することで、酸化ヘモグロビン、糖化ヘモグロビン及び還元ヘモグロビンの存在量や濃
度を算出することができる。これらの含有物質の存在量等をユーザに提供することで、ユ
ーザは、目的に合った健康管理や体調異常の監視を行うことが可能となる。
【００８２】
　以下では、演算部２０３が、測定情報取得部２０１の取得した測定データを利用して、
メラニン、還元ヘモグロビン、酸化ヘモグロビン、糖化ヘモグロビンの４種類の測定対象
成分の濃度を算出する場合を例にとって、具体的に説明する。
【００８３】
　ランベルト・ベールの法則より、測定された反射率をｔとし、単位光路長あたりの濃度
をｃｌ（単位：ｍｏｌ／Ｌ・ｃｍ）とし、モル吸光係数をεとすると、以下の式１０２が
成立する。
【００８４】
　ｌｏｇ（１／ｔ）＝ε・ｃｌ　・・・（式１０２）
【００８５】
　また、メラニン、還元ヘモグロビン、酸化ヘモグロビン、糖化ヘモグロビンのモル吸光
係数及び単位光路長あたりの濃度を以下のように表記するものとする。
【００８６】
　・メラニン
　　　モル吸光係数：ε１、単位光路長あたりの濃度：Ｍｎ
　・還元ヘモグロビン
　　　モル吸光係数：ε２、単位光路長あたりの濃度：Ｈｂ
　・酸化ヘモグロビン
　　　モル吸光係数：ε３、単位光路長あたりの濃度：ＨｂＯ２
　・糖化ヘモグロビン
　　　モル吸光係数：ε４、単位光路長あたりの濃度：ＨｂＡｌｃ
【００８７】
　測定データにおけるある波長での反射率をＳと表すこととし、人体内界面反射率をＤと
表すこととすると、上記式１０２より、着目している波長毎に以下の式１０３が成立する
こととなる。
【００８８】
　　Ｍｎ・ε１＋Ｈｂ・ε２＋ＨｂＯ２・ε３＋ＨｂＡｌｃ・ε４＋Ｄ＝－ｌｏｇＳ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１０３）
【００８９】
　従って、演算部２０３は、予め設定され記憶部２０５等に格納されている測定対象成分
のモル吸光係数を参照するとともに、着目している波長（例えば、図４に示した５波長）
についてそれぞれ上記式１０３を考慮することにより、一連の連立方程式を得ることがで
きる。演算部２０３は、この連立方程式を解くことにより、測定対象成分の濃度（すなわ
ち、単位光路長あたりの濃度）を算出することができる。
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【００９０】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００９１】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　測定対象物の載置された測定対象領域と対向する位置に設けられ、当該測定対象領域か
らの光が結像する受光素子と、
　前記受光素子の周囲に配設され、前記測定対象物を測定するための光を射出する複数の
発光素子と、
　前記発光素子の上方に設けられ、当該発光素子から射出された放射発光を、前記測定対
象領域へと導光する反射光学素子と、
を備え、
　前記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面とは、互いに同一の平面上に
位置しており、
　前記複数の発光素子から射出された前記放射発光は前記反射光学素子により反射され、
それぞれの前記発光素子からの前記放射発光の中心線が前記測定対象領域の略中心を通過
する、測定装置。
（２）
　前記測定対象物の載置される前記測定対象領域には開口部が設けられており、
　前記開口部の中心と前記受光素子との中心とが対向する、（１）に記載の測定装置。
（３）
　前記複数の発光素子としてＮ個の発光素子が配設されており、
　前記Ｎ個の発光素子から、Ｍ（Ｍ≦Ｎ）種類の波長の放射発光が射出される、（１）又
は（２）に記載の測定装置。
（４）
　前記測定対象物は、有機物である、（１）～（３）の何れか１つに記載の測定装置。
（５）
　前記有機物は、人間の皮膚である、（４）に記載の測定装置。
（６）
　前記複数の発光素子の個数が、当該発光素子から射出される前記放射発光の波長の種類
数よりも大きい場合、許容される波長幅の狭い波長から順に、前記放射発光の波長が選択
される、（３）～（５）の何れか１つに記載の測定装置。
（７）
　前記受光素子が受光する前記測定対象物からの反射光の光量は、前記測定対象物として
白色校正板を載置した場合の当該白色校正板からの反射光の光量を基準として、９５％以
上である、（１）～（６）の何れか１つに記載の測定装置。
（８）
　前記受光素子と前記測定対象物との間の離隔距離は、３±０．２ｍｍであり、
　前記受光素子の大きさが、１０ｍｍ四方であり、
　円形の前記開口部の大きさは、直径５±０．４ｍｍである、（７）に記載の測定装置。
（９）
　前記放射発光の開口数ＮＡは、０．２であり、
　前記反射光学素子の前記光射出面に対する設置角度は、５１°である、（８）に記載の
測定装置。
（１０）
　前記発光素子の個数は、８個であり、
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　前記発光素子から射出される前記放射発光の波長は、λ１：５００±２５ｎｍ、λ２：
５４０±１５ｎｍ、λ３：５８０ｎｍ±５ｎｍ、λ４：６２０±１５ｎｍ、及び、λ５：
６６０±１５ｎｍの５種類であり、
　λ１とλ２の波長をそれぞれ射出する前記発光素子が、１つずつ設けられ、
　λ３～λ５の波長をそれぞれ射出する前記発光素子が、２つずつ設けられる、（９）に
記載の測定装置。
（１１）
　測定対象物の載置された測定対象領域と対向する位置に設けられ、当該測定対象領域か
らの光が結像する受光素子の周囲に配設され、前記測定対象物を測定するための光を射出
する複数の発光素子から、前記測定対象物を測定するための光を射出させることと、
　前記複数の発光素子から射出されたそれぞれの放射発光を、当該放射発光の中心線が前
記測定対象領域の略中心を通過するように、前記発光素子の上方に設けられた反射光学素
子により前記測定対象領域へと導光することと、
　前記測定対象領域からの反射光を前記受光素子で受光することと、
を含み、
　前記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面とは、互いに同一の平面上に
位置している、測定方法。
（１２）
　測定対象物の載置された測定対象領域と対向する位置に設けられ、当該測定対象領域か
らの光が結像する受光素子と、前記受光素子の周囲に配設され、前記測定対象物を測定す
るための光を射出する複数の発光素子と、前記発光素子の上方に設けられ、当該発光素子
から射出された放射発光を、前記測定対象領域へと導光する反射光学素子と、を備え、前
記受光素子の受光面と、前記複数の発光素子の光射出面とは、互いに同一の平面上に位置
しており、前記複数の発光素子から射出された前記光は前記反射光学素子により反射され
、それぞれの前記発光素子からの前記放射発光の中心線が前記測定対象領域の略中心を通
過する測定装置において、前記受光素子が受光する前記測定対象物からの反射光の光量の
最低値を設定することと、
　前記受光素子の大きさを、前記反射光の光量の最低値に基づいて設定するとともに、前
記測定対象領域の大きさを、前記受光素子に求められる信号雑音比と設定した前記反射光
の光量の最低値とに基づいて設定するとともに、前記受光素子と前記測定対象物との間の
離隔距離を、前記受光素子への入射光量と前記反射光の光量の最低値とに基づいて設定す
ることと、
を含む、パラメータの設定方法。
【符号の説明】
【００９２】
　１　　測定装置
　１１　　筺体
　１３　　開口部
　１００　　光学系
　１０１　　受光素子
　１０３　　発光素子
　１０５　　反射光学素子（ミラー）
　２００　　演算処理装置
　２０１　　測定情報取得部
　２０３　　演算部
　２０５　　記憶部
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